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　東京電力福島第１原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の旧経営陣３人に対

し、東京地裁は無罪判決を言い渡した。厳格な立証が求められる刑事裁判ゆえの結果だろう。

　判決は、巨大な津波の襲来は「想定外」とする被告の主張を認め、予測は困難だったと認定した。

　事故を回避するためには原発の運転停止しかなかったと判断し、電力供給義務を負う被告にはそこ

までの義務はなかったとした。

　しかしながら、今もなお帰還困難区域が７市町村にまたがり、約５万人が避難生活を強いられてい

る事故の結果の重大性を考えると、安全より運転継続に重きを置いた判断と言わざるを得ない。

　民事とはいえ、全国各地で避難者が起こした損害賠償請求訴訟では東電の過失責任が認められてい

る。刑事上の責任を問われないからといって、旧経営陣が事故の責任を免れることにはならない。

　近年、「想定外」の事故や災害が増えている。最優先されるべきは生命や身体の安全だ。想定が適

切か不断の検証を怠れば、安全に関わる組織を率いる責務を果たしたことにはならない。

　判決は、国が２００２年に公表した地震予測「長期評価」について信頼性がないと判断。被告も出

席した０８年の会議で地震予測の採用方針が了承されたという元幹部の供述調書の信頼性も否定し

た。

　だが、公判では、防潮堤設置などの対策を取らなかった旧経営陣の対応について、疑問視する社員

の証言もあった。

　予測に基づく最大１５・７メートルの津波試算結果を生かさないのであれば、何のための予測か。

素朴な疑問も浮かぶ判断は、市民感覚と乖離（かいり）しているとの批判を免れまい。

　納得できないのは、３被告の姿勢だ。想定外と繰り返すばかりで、社員らの証言との矛盾を丁寧に

説明したとは言いがたく、甚大な被害を招いた企業の責任者としての自覚が感じられなかった。

　責任の所在を明らかにしたいという被害者の願いはかなわなかった。辛苦を味わってきた犠牲者の

遺族らにとって、今回の判決は到底受け入れられるものではない。

　判決は、事故の可能性を限りなくゼロに近づけるよう必要な措置を講じることも、社会の選択肢と

して考えられなくはないとも述べている。

　原発事故は、ひとたび起これば取り返しがつかない。その重篤な結果に見合った責任とは何か。考

える機会とする必要がある。
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